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期 中 の 評 価 個 表 

整理番号 ５ 

 

事業名 民有林補助治山事業 
（復旧治山） 

都道府県名 三重県 

地区名 東又谷（ひがしまただに） 計画期間 平成24年度～令和９年度(16年間) 

市町村名 大台町（おおだいちょう） 実施主体 三重県 

 事業の概要・目的 
 本地区は、三重県から和歌山県に広がる紀伊山地の中腹を流れる一級河川宮

みや

川 
の支流上流部における標高200ｍ～760ｍに位置し、年間降水量が3,000mmを超え
る多雨地域である。 
 本地区では、平成23年９月の台風第12号豪雨により、上流部において、大規模
な山腹崩壊が発生した。崩壊土砂は下流域の渓岸を侵食し、東又谷の最下流部の
出口まで到達し、国道路肩が被災した。崩壊土砂量は、約195万m3を超過するも
のと想定され、特に発生源から東又谷の中間部までの区間には、幅90～150m、深
さ25～35m程度の不安定土砂が異常堆積した。 
 そのため、下流域の人家や道路の保全を図ることを目的に、渓床に堆積した不
安定土砂の移動抑止、山腹斜面の山脚固定、流木の捕捉及び渓岸侵食の防止によ
り、荒廃した渓流を早期に復旧するため、平成24年度から復旧治山事業に着手し
た。 
 その後の連年の豪雨により、渓流内の不安定土砂の一部が流出して岩盤が露出
するなど、現地状況の変化が確認され、谷止工の増工や流路工の施工延長につい
て再検討が必要となった。このため、令和２年度には全体計画の一部見直しを行
いつつも、引き続き現地状況の変化を確認し、検討を継続してきたところ、令和
３年９月には台風第14号豪雨により上流の山腹崩壊地内に堆積していた不安定土
砂が流下し、渓流内に堆積するなど、更なる現地状況の変化が起こっていること
が確認された。今後の豪雨により、不安定土砂が土石流となって下流へ流下する
おそれがあることから、現地調査や地元調整を踏まえて検討した結果、谷止工を
１基追加した上で、２基を土砂の捕捉が可能な構造とする必要が生じたことか
ら、全体計画を見直し、総事業費の増額及び計画期間の延長を行う。 
（「林野公共事業の事業評価実施要領」第７の２の③に基づく期中評価と併せて
事業計画の変更を実施する。） 
 
＜現行の全体計画＞ 
・主な工事内容：谷止工（コンクリート）２基、谷止工（鋼製スリット）１基、

谷止工（ソイルセメント）１基、流路工278m 
・事業計画期間：平成24年度～令和７年度 
・総事業費：1,300,000千円（税抜き：1,194,959千円） 
 
＜見直し後の全体計画＞ 
・主な工事内容：谷止工（コンクリート）３基、谷止工（鋼製スリット）１基、

谷止工（ソイルセメント）１基、流路工278m 
・事業計画期間：平成24年度～令和９年度 
・総事業費：2,615,000千円（税抜き：2,390,549千円） 
 

 ①費用対効果分析の
算定基礎となった
要因の変化 

 

本事業の費用対効果分析における主たる便益は山地保全便益であり、谷止工等
の施工により、侵食による表土の流出及び山崩れ等によって大量に発生する土砂
の流出を抑制する効果を算定したものである。 
 
 総 便 益(B)     4,167,927千円 
 総 費 用(C)    2,391,308千円 
 分析結果(B/C)     1.74      
 
 



 ②森林・林業情勢、
農山漁村の状況そ
の他の社会経済情
勢の変化 

これまでに施工した対策工により、土砂流出の抑制が図られ、人家や道路の保
全が確保される等、事業効果は順調に発現している。 

近年の異常気象による災害が日本各地で頻発していることもあり、地元では住
民の降雨災害に関する危機管理意識が高まっている。 

なお、平成24年度の事業着手時点から、保全対象に特段の変化は生じていな
い。 
 
・主な保全対象：人家12戸、国道520m 
 

 ③事業の進捗状況 これまでに、谷止工（コンクリート）１基、谷止工（鋼製スリット）１基、谷
止工（ソイルセメント）１基が完了し、現在は流路工を施工しており、令和４年
度末での進捗率は約42％となる見込みである。 

 ④関連事業の整備状
況 

 他所管と調整する関連事業はないが、本地区の下流には、一級河川宮川へ流れ

る桧
きそ

原
はら

谷
たに

川があり、河川管理者において、河床掘削を定期的に実施しており、相

互に連携を図りながら効果的・効率的な事業実施に努めている。 

 ⑤地元（受益者、地
方公共団体等）の
意向 

一級河川宮川への土砂流出の抑止や人家、道路等の保全を図るためにも、本事
業の継続と早期・確実な概成を要望します。 

（大台町、桧
きそ

原
はら

地区） 

 ⑥事業コスト縮減等
の可能性 

本地区の不安定土砂が異常堆積した区間に施工する谷止工について、現地の土
砂を中詰材として利用するソイルセメント工法を採用し、コスト縮減及び土砂の
有効活用を図っている。 

 ⑦代替案の実現可能
性 

本地区における不安定土砂の移動抑止、山腹斜面の山脚固定、流木の捕捉及び
渓岸侵食の防止を図るためには、渓間工を施工し、森林の復旧・再生により森林
の土砂流出防止機能を高度に発揮させることが適当と判断されるため、代替案は
ない。 

 評価結果及び事業の
実施方針 
 
 

・必要性：降雨等に伴う不安定土砂の流出等により、下流域の人家や道路等にさ
らなる被害が生じる恐れがあったことから、地元からの対策の要望等
を踏まえ、本事業を実施し、森林の有する山地保全機能を高度に発揮
させることにより、山地災害を未然に防止し、国土の保全と民生の安
定に資するため、事業の必要性は認められる。 

 
・効率性：対策工の計画に当たっては、現地に応じた最も効果的な工種である谷

止工を主体とする内容としており、また、現地発生土を有効利用する
等により谷止工の事業費を削減するなど、コスト縮減に繋がる工法の
採用に努めていることから、事業の効率性が認められる。 

 
・有効性：不安定土砂の流出防止により、下流域の人家や道路等の保全が図ら

れ、民生の安全・安心の確保が見込まれることから、事業の有効性が
認められる。 

 
・事業の実施方針：本事業は必要性、効率性、有効性が認められ、また、地元か

らは早期・確実な概成の要望も強いことから、事業計画を変
更した上で、事業を継続することは妥当と判断される。 
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